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2025・2026 年度 代議員選挙の実施について 

 

2024 年 12 月 20 日  

公益社団法人神奈川県放射線技師会 

代議員選挙管理委員会 委員長 尾川 松義 

 

 

 公益社団法人神奈川県放射線技師会 定款第 13 条ならびに代議員及び予備代議員選出規

程 第２条に従い、2025・2026 年度の代議員選挙を実施します。  

 

 

記 

 

１.選挙すべき職 及び 任期 

職 ：公益社団法人神奈川県放射線技師会 代議員および予備代議員  

任期：選出後の 4 月 1 日から 2 年後の 3 月 31 日まで 

 

２.立候補要件 及び 立候補定数 

立候補要件：当該年度の会費を完納した正会員 

（代議員及び予備代議員選出規程第５条） 

定 数   ：別表１（2024 年 11 月 1 日現在の正会員数より算定） 

 

３.立候補受付期間  

2025 年 1 月 1 日（水）から 2 月 28 日（金）17 時まで（必着）  

 

４.立候補届提出方法 及び 提出先 

提出方法：郵送もしくは電子メール（PDF 形式） 

提出先： 

（宛先）公益社団法人神奈川県放射線技師会 代議員選挙管理委員会 

（住所）〒231-0033 

横浜市中区長者町 4 丁目 9 番地 8 号 ストーク伊勢佐木 1 番館 501 号 

     （メールアドレス）delegate@kart21.jp  

 

mailto:delegate@kart21.jp


５. 投票の実施 

候補者が定数または定数に満たない場合、投票は実施しません。 

候補者が定数を超えた場合、投票を実施します。 

 

６. 投票方法 

投票は神奈川県放射線技師会 代議員選挙管理委員会の管理の下、選挙区ごとに実

施します。投票の方法、場所についてはホームページで告示します。 

投票 及び 開票日：2025 年 3 月 31 日（月）19 時  

 

７. 選挙結果の公表 

   結果確定後、速やかに公表します。 

 

８. 異議申立て 

代議員及び予備代議員選出規程第 16 条により異議申し立ては電子メールによるも

のとし、申し立て先は選挙管理委員会委員長とします。 

期間：2025 年 4 月 1 日（火）から 4 月 7 日（月）まで 

 

9.  注意事項 

立候補届は神奈川県放射線技師会ホームページ内からダウンロードし、必要事項を記

入し提出してください。 

 

10. お問い合せ先 

公益社団法人 神奈川県放射線技師会 

選挙管理委員会 

メールアドレス：delegate@kart21.jp 

 

以上 
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別表１ 

 

※①③(代議員及び予備代議員選出規程 第 3 条) 

  地区選出代議員の選出数は、選挙実施日年度の 11 月 1 日現在の選挙人名簿により、 

30 名ごとに 1 名とする。ただし 30 名以下の端数については、15 捨 16 入とする。 

※②(代議員及び予備代議員選出規程 第 2 条 4 項) 

  県外に居住する者は理事会が決定する地区を選挙区とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025・2026 年度 地区別代議員定数 
     

地区 
算定基準会員数 

（a）*➀② 

代議員定数算定 

（a）÷ 30 
代議員定数*➂ 

予備 

代議員数 

川崎 246 8.2 8 1 

横浜北部 118 3.93 4 1 

横浜中部 124 4.13 4 1 

横浜東部＋県外 74(34+40) 2.47 2 1 

横浜西部 224 7.47 7 1 

横浜南部 194 6.47 6 1 

横須賀三浦 83 2.77 3 1 

鎌倉 33 1.10 1 1 

湘南 107 3.57 4 1 

平塚 54 1.80 2 1 

西湘 84 2.80 3 1 

伊勢原秦野 82 2.73 3 1 

県央 100 3.33 3 1 

相模原 110 3.67 4 1 

合計 1559 ― 54 14 


